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Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
知
財
の
現
状
と
特
許
庁
の
取
り
組
み

ＡＳＥＡＮにおける知財法整備・条約加盟状況

　
４
月

日
、
京
都
国
際
会
館
に
お
い
て
「
第
３
回
日
ア
セ
ア
ン
特
許
庁
長
官
会

合
」
が
開
催
さ
れ
た
。
東
南
ア
ジ
ア

か
国
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
連
合

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

で
は
、
国
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
言
語
も
知
的
財
産
の
保

護
水
準
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
国
ご
と
に
出
願
・
登
録
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め

手
続
き
が
煩
雑
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
は
域
内
の
協
力
を
進
め
る

べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
日
本
国
特
許
庁
は
、
域
内
の
協

力
を
支
援
す
る
た
め
「
日
ア
セ
ア
ン
特
許
庁
長
官
会
合
」
を
開
催
し
て
い
る
。
ま

た
、
地
域
へ
の
協
力
だ
け
で
な
く
、
各
国
の
実
情
に
合
わ
せ
た
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド

の
個
別
協
力
も
行
っ
て
い
る
。

緩
や
か
な
制
度
調
和

特
許
庁
総
務
部
国
際
課
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近
年
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
著

し
い
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い

る
。
今
後
２
０
１
７
年
ま
で

の
間
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
主
要
国

で
は
年
平
均
５
―
６
％
の
経

済
成
長
が
予
想
さ
れ
て
お

り
、
ま
た

年
ま
で
に
は
中

間
所
得
者
層
以
上
の
人
口
が

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
６

イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム

で
４
億

人
を
超
え
る
と
推
計
さ
れ
て

い
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
わ
が
国
は

地
理
的
に
近
く
、
政
治
的
・

経
済
的
・
文
化
的
に
深
い
関

係
を
築
い
て
き
た
。
わ
が
国

に
と
っ
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
中

国
、
米
国
に
次
ぐ
３
番
目
の

輸
出
相
手
で
あ
り

年

、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
か
ら
み

て
わ
が
国
は
中
国
に
次
ぐ
貿

易
相
手
国
で
あ
る

年

。
今
後
も
経
済
成
長
に

伴
い
、
さ
ら
な
る
市
場
拡
大

が
期
待
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

は
、
日
本
に
と
っ
て
ま
す
ま

す
重
要
な
貿
易
相
手
と
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
所
得
水
準
の
向
上
に
伴

い
、
高
付
加
価
値
の
サ
ー
ビ

ス
／
商
品
を
保
護
す
る
た
め

の
ツ
ー
ル
で
あ
る
知
的
財
産

権
は
そ
の
重
要
性
を
増
し
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
欧

米
諸
国
と
比
べ
る
と
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
貿
易
額
に
比
し

て
日
本
か
ら
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

主
要
国
へ
の
特
許
な
ど
の
出

願
件
数
は
少
な
い
状
況
で
あ

る
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に

お
け
る
知
的
財
産
保
護
の
現

状
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
い

難
く
、
貿
易
・
投
資
を
促
進

す
る
上
で
重
要
な
基
盤
と
な

る
産
業
財
産
権
制
度
・
運
用

の
改
善
が
急
務
と
な
っ
て
い

る
。関

連
条
約
へ
加
盟

　
１
９
９
０
年
代
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
諸
国
は
「
ア
セ
ア
ン
知

的
財
産
協
力
枠
組
協
定
」
を

結
び
、
知
的
財
産
に
関
す
る

域
内
で
の
協
力
関
係
の
構
築

を
目
指
し
た
。
当
初
、
広
域

特
許
庁
の
設
立
な
ど
、
域
内

で
共
通
の
知
財
制
度
を
検
討

し
て
い
た
が
、
資
金
的
な
問

題
や
、
域
内
各
国
の
言
語
や

発
展
レ
ベ
ル
の
違
い
な
ど
が

障
壁
と
な
り
、
現
時
点
に
お

い
て
実
現
に
至
っ
て
い
な

い
。
他
方
、
２
０
１
１
年
８

月
に
策
定
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
知
的
財
産
権
行
動
計
画

２
０
１
１
―
２
０
１
５
」
で

は
、
一
つ
の
出
願
願
書
を
条

約
に
従
っ
て
提
出
す
る
こ
と

で
加
盟
国
で
あ
る
全
て
の
国

に
同
時
に
出
願
し
た
こ
と
と

同
じ
効
果
を
与
え
る
特
許
協

力
条
約

Ｐ
Ｃ
Ｔ

や
、
商

標
・
意
匠
に
関
す
る
マ
ド
プ

ロ
・
ハ
ー
グ
協
定
と
い
っ
た

条
約
へ
の
加
盟
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
域
内
で
の
特
許
審
査
協
力

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
な
ど
を

目
標
に
掲
げ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
現
在
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

は
、
広
域
の
知
財
制
度
で
は

な
く
、
知
財
関
連
条
約
へ
の

加
盟
や
審
査
協
力
に
よ
る
緩

や
か
な
制
度
調
和
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
に
そ
の
方
向
性
を

移
し
て
い
る
。
例
え
ば
フ
ィ

リ
ピ
ン
は
マ
ド
プ
ロ
に
加
盟

し
、
ブ
ル
ネ
イ
で
は
特
許
登

録
部
が
新
設
さ
れ
る
と
と
も

に
Ｐ
Ｃ
Ｔ
へ
の
加
盟
を
果
た

し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
で
は
マ
ド

プ
ロ
加
盟
な
ど
を
目
的
と
し

た
知
財
法
の
改
正
を
検
討
し

て
い
る
。

各
国
へ
個
別
協
力

　
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国

に
お
け
る
知
財
に
対
す
る
取

り
組
み
も
進
展
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
は
特
許
審
査
業
務
を
他
国

の
知
財
庁
に
外
注
し
て
い
た

が
、

年
よ
り
特
許
審
査
官

の
採
用
を
開
始
し
て
お
り
、

今
後
、
分
野
は
限
定
的
な
が

ら
も
審
査
業
務
を
自
ら
行
え

る
よ
う
に
す
る
予
定
で
あ

る
。
産
業
財
産
権
の
存
在
し

な
い
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
特

許
法
・
意
匠
法
・
商
標
法
な

ど
の
制
定
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
ご
と
に

異
な
る
水
準
の
知
財
制
度
を

有
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
し

て
、
日
本
国
特
許
庁
は
長
年

に
わ
た
り
個
別
協
力
を
行
っ

て
き
た
。

年
度
末
ま
で
に

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
か
ら
招
へ
い
し

た
研
修
生
の
数
は
２
４
０
０

人
を
超
え
る
。
出
願
受
け
付

け
・
事
務
処
理
の
機
械
化
、

先
行
技
術
文
献
の
検
索
シ
ス

テ
ム
の
整
備
な
ど
の
情
報
化

協
力
は
、
手
続
き
の
透
明
性

の
向
上
に
寄
与
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

の
国
民
に
対
す
る
知
的
財
産

の
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
た

セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
開
催
も
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
審
査
協
力
の
一
環

と
し
て
、
第
１
庁
に
お
い
て

特
許
可
能
と
判
断
さ
れ
た
発

明
を
有
す
る
出
願
に
つ
い

て
、
出
願
人
の
申
請
に
よ

り
、
第
２
庁
に
お
い
て
簡
易

な
手
続
き
で
早
期
審
査
が
受

け
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る

「
特
許
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ

Ｐ
Ｐ
Ｈ

」
を
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
続

き
、
６
月
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
と
開
始
す
る
こ
と
で
合
意

し
た
。

長
官
会
合
を
開
催

　
他
方
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国

へ
の
個
別
協
力
だ
け
で
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
知
財

保
護
強
化
へ
の
取
り
組
み
は

十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
日
本
国
特
許
庁
は
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
目
指
す
域
内
の

調
和
に
対
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
適
切
な

協
力
を
行
う
べ
く
、
日
本
―

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
間
で
の
知
的
財

産
担
当
部
局
間
の
ハ
イ
レ
ベ

ル
な
対
話
の
機
会
と
し
て

「
日
ア
セ
ア
ン
長
官
会
合
」

を
創
設
し
、

年
２
月
に
第

１
回
会
合
を
開
催
し
た
。

年
７
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
た
第
２
回
会
合
で

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
と
の

間
で
知
的
財
産
に
関
す
る
協

力
覚
書
を
締
結
し
、
人
材
育

成
・
Ｉ
Ｔ
化
支
援
な
ど
の
具

体
的
な
協
力
内
容
に
関
す
る

行
動
計
画
を
採
択
し
た
。
そ

し
て
今
年
４
月
、
京
都
で

「
第
３
回
日
ア
セ
ア
ン
特
許

庁
長
官
会
合
」
を
開
催
し
、

既
存
の
協
力
に
加
え
て

特

許
分
類
や
文
献
検
索
、
Ｐ
Ｐ

Ｈ
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

審
査
の
実
体
面
に
踏
み
こ
ん

だ
支
援
強
化

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

と
審
査
情
報
を
共
有
す
る
た

め
の
共
通
シ
ス
テ
ム
基
盤
の

構
築
に
よ
る
Ｉ
Ｔ
支
援
の
強

化

「
東
ア
ジ
ア
・
ア
セ
ア

ン
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー

Ｅ

Ｒ
Ｉ
Ａ

」
や
「
世
界
知
的

所
有
権
機
関

Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ

と
い
っ
た
関
係
機
関
と
の
連

携
強
化
に
よ
る
模
倣
品
対
策

な
ど
に
関
す
る
協
力
の
推
進

を
含
む
新
た
な
行
動
計
画
を

採
択
し
た
。
特
許
分
類
や
文

献
検
索
な
ど
日
本
国
特
許
庁

の
審
査
実
務
に
関
す
る
知
見

の
共
有
や
、
共
通
シ
ス
テ
ム

基
盤
を
用
い
た
日
本
に
お
け

る
審
査
結
果
の
提
供
な
ど
に

よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
知

財
庁
に
お
け
る
審
査
の
質
の

向
上
が
見
込
ま
れ
る
。
ま

た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
で
活

動
す
る
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ
や
国
連
機

関
で
あ
る
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
と
協
力

し
、
こ
れ
ら
の
専
門
機
関
が

行
う
政
策
提
言
や
新
興
国
協

力
に
係
る
取
り
組
み
と
連
携

す
る
こ
と
で
、
模
倣
品
対
策

な
ど
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る

知
財
保
護
環
境
の
整
備
が
一

層
促
進
す
る
と
期
待
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
日
本
国
特
許

庁
の
主
催
で
「
ア
セ
ア
ン
特

許
庁
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１

３
」
を
開
催
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
各
国
の
知
財
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各

国
の
知
財
庁
長
官
ら
を
パ
ネ

リ
ス
ト
と
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。

交
流

周
年

　

年
、
わ
が
国
と
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
と
の
交
流
は

周
年
を

迎
え
る
。
日
本
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
が
と
も
に
発
展
・
繁
栄
し

て
い
く
う
え
で
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
た
自
律
的
経

済
発
展
が
な
さ
れ
る
環
境
づ

く
り
が
重
要
で
あ
る
。
日
本

国
特
許
庁
は
、
今
後
も
「
日

ア
セ
ア
ン
特
許
庁
長
官
会

合
」
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
知
財
庁
と
の

対
話
の
場
を
通
じ
て
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
知
財
の
重
要
性
を
広

め
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
が
取
り
組
む
「
ア
セ
ア
ン

知
的
財
産
権
行
動
計
画
２
０

１
１
―
２
０
１
５
」
の
実
行

の
支
援
を
行
う
な
ど
し
て
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
に
お
け
る

知
財
基
盤
の
整
備
を
進
め
て

い
く
。


